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一
般
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

大
番
所
行
政
区
〔
河
南
地
区
〕

住
民
が
自
主
的
に
ス
ポ
ー
ツ
等
を

通
じ
て
健
康
・
福
祉
増
進
に
努
め
、

明
る
い
住
み
よ
い
地
域
づ
く
り
を
実

践
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
必
要
な

備
品
を
整
備
し
ま
し
た
。

開
北
町
内
会
〔
石
巻
地
区
〕

住
民
相
互
の
親
睦
と
融
和
に
努

め
、
文
化
的
で
明
る
く
住
み
よ
い
街

づ
く
り
の
た
め
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動

を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
必
要

な
備
品
を
整
備
し
ま
し
た
。

青
少
年
健
全
育
成
事
業

あ
じ
島
冒
険
楽
校
〔
牡
鹿
地
区
〕

（
網
地
島
地
区
モ
デ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
推
進
協
議
会
）

網
地
島
の
活
性
化
と
子
ど
も
た
ち

の
健
全
育
成
を
図
る
た
め
に
、
島
の

高
齢
者
と
島
外
の
小
・
中
学
生
と
そ

の
保
護
者
を
対
象
と
し
た
交
流
事
業

を
実
施
し
ま
し
た
。

問
　
市
民
活
動
推
進
課（
内
線
５４９
）・

各
総
合
支
所
総
務
企
画
課

妊
娠
、
出
産
、
子
育
て
、
介
護
…

そ
れ
が
一
段
落
し
た
後
、
再
び
働
く

た
め
の
準
備
を
始
め
ま
せ
ん
か
。

と
　
き

１０
月
１９
日
e
・
２７
日
f

午
前
１０
時
〜
午
後
１
時

と
こ
ろ

明
友
館

定
　
員

３０
人

託
児
定
員

６
人（
２
歳
〜
就
学
前
児
）

申
込
締
切

１０
月
１０
日
c
先
着

主
　
催

7
２１
世
紀
職
業
財
団

申
・
問
　
市
男
女
共
同
参
画
推
進
室

（
内
線
６００
）

申

問

▲開北町内会 ▲あじ島冒険楽校 ▲大番所行政区

問

こ
の
た
び
&
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
か
ら
、
平
成
１８
年
度
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助

成
を
受
け
、
住
み
よ
い
地
域
づ
く
り
活
動
に
必
要
な
備
品
の
整
備
や
青
少
年

の
健
全
育
成
を
図
る
た
め
の
交
流
事
業
を
行
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
事
業
は
、
宝
く
じ
の
受
託
事
業
収
入
を
財
源
と
し
た
も
の
で
、

助
成
を
受
け
た
団
体
と
事
業
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
Re
・
Be 

ワ
ー
ク
セ
ミ
ナ
ー
） 

再
就
職
準
備
セ
ミ
ナ
ー

再
就
職
準
備
セ
ミ
ナ
ー 

再
就
職
準
備
セ
ミ
ナ
ー

再
就
職
準
備
セ
ミ
ナ
ー 

再
就
職
準
備
セ
ミ
ナ
ー 

男女の地位の平等感についてについて 男女の地位の平等感についてについて 男女の地位の平等感について 

　男女共同参画社会とは、「男性だから」「女性だから」という制約を課せられること

なく、その人なりの意思や希望がかなえられる社会だということを以前紹介しました。 

　それでは、我が国の実状は男女平等な社会となっているのでしょうか。どのように考

えられているのか、下記の内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（平成16年

11月）をみてみましょう。 

　全体的に平等と考えている人は20.1％しかなく、73.9％の人が「男性の方が優遇され

ている」と考えています。 

　「女性はずいぶん強くなった」と言われることもありますが、このように実際は大多

数の人が男女が不平等であると考えています。 

男女の地位について、４人に３人が「男性の方が優遇されている」と考えています。 

〔男女の地位の平等感〕 

（備考）内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（平成１６年１１月）より作成。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.4

1.9

2.5

0.12.8

0.23.6

〃　　  男性 

〃　　  女性 

平成16年11月調査 

8.9 58.2 26.1 4.6

16.0 63.8 14.9

12.7 61.2 20.1 2.2

男性の方が 

非常に優遇 

されている 

どちらかといえば 

男性の方が優遇さ 

れている 

女性の方が 

非常に優遇 

されている 

平　等 分から 

ない 

どちらかといえば 

女性の方が優遇さ 

れている 

男性の方が優遇されている 

女性の方が優遇されている 

で 
宝
く
じ
助
成

宝
く
じ
助
成 

地
域
づ
く
り

地
域
づ
く
り 
宝
く
じ
助
成

宝
く
じ
助
成 

地
域
づ
く
り

地
域
づ
く
り 
宝
く
じ
助
成 

地
域
づ
く
り 
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消
防
法
が
改
正
さ
れ
、
建
築
済
の

住
宅
は
平
成
２０
年
５
月
３１
日
ま
で
に

住
宅
用
火
災
報
知
器
の
設
置
が
義
務

に
な
り
ま
し
た
。

老
人
日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業

で
は
、
在
宅
の
高
齢
者
の
生
活
を
支

援
す
る
た
め
、
対
象
者
に
対
し
火
災

報
知
器
の
購
入
に
際
し
て
助
成
し
ま

す
の
で
、
希
望
す
る
場
合
は
、
事
前

に
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

助
成
対
象
者

助
成
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
次
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方
と
な
り
ま

す
。

a
お
お
む
ね
６５
歳
以
上
の
方

s
本
人
お
よ
び
世
帯
全
員
が
市
民
税

非
課
税
の
方

d
本
人
が
要
介
護
３
、
４
、
５
の
い

ず
れ
か
に
認
定
さ
れ
た
方
、
ま
た

は
一
人
暮
ら
し
の
方

助
成
内
容

火
災
報
知
器
を
購
入
す
る
際
、５
、

０
０
０
円
を
限
度
と
し
て
助
成
し
ま

す
が
、
限
度
額
を
超
え
た
金
額
に
つ

い
て
は
、
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
火
災
報
知
器
を
購
入
後
に

申
請
さ
れ
た
場
合
は
、
助
成
で
き
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
願
い
ま
す
。

問
　
福
祉
総
務
課
（
内
線
４３１
・
４８５
）

・
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

問

建築基準法第22条第1項の規定により指定する区域が変わります 建築基準法第22条第1項の規定により指定する区域が変わります 
　市では、建築基準法第２２条第１項の規定により、火災による類焼を防止する目的から、屋根を不燃構造とする区域と
して、都市計画区域外の市街地が形成されていない地域を含め、市内全域を指定しています。建築基準法第２２条第１項
による指定は、「特定行政庁が防火地域および準防火地域以外の市街地について指定する区域」において行うものと規
定されており、都市計画区域外の市街地が形成されていない地域については、今後とも市街地が形成される要素が少な
く、市街地の分布と指定区域の乖離が見られることから、下記のとおり変更します。 

１　変更後の指定区域 
　a　準防火地域を除く都市計画区域 
　s　次の表に掲げる区域 

ごみ出しルールをみんなで守ろう！ ごみ出しルールをみんなで守ろう！ 
○収集日の朝５時から８時３０分までの間に、町内会で指定する
集積所に出してください。 
○市の指定マークのついた半透明のごみ袋に入れて、決められ
た方法で出してください。 
○燃やせるごみと燃やせないごみ、資源物の収集指定日を間違
えないように出してください。 
○燃やせるごみと燃やせないごみ、資源物の置き場所が隣接し
ている集積所については、燃やせるごみと燃やせないごみ、
資源物を区分して置くようにしてください。 

○木の枝・板などを出す場合は、厚さ・太さ５センチメートル以内の
ものを、長さ４０～５０センチメートル以下に切り揃えて、束ねてか
ら出してください。ただし、一度に出せる量は、２束までになります。 
○刈草を出す場合は、指定袋に入れて、一度に出せる量は２袋
までになります。 
○資源物として集める繊維製品以外の衣類などについては、燃
やせるごみに出す場合は、４０～５０センチメートル以下に切断
してから指定袋に入れて出してください。ただし、一度に出
せる量は、２～３袋までになります。 

※　車両火災などの重大事故の原因となりますので、ガスカートリッジ・スプレー缶は黄色のコンテナボックス
へ入れ、使い捨てライターは個別に指定袋に入れ有害ごみとして出すなど、必ず、分別して出してください。 

※その他の地区につきましては、指定区域から除かれます。 

２　施行日　平成１８年１１月１日 問　建築指導課（内線５６７） 問 

問　廃棄物処理課（内線402・403） 問 

かいり 

釜 谷  
長 面  
福 地  
雄 勝町大須  
雄勝町船越  
鹿 又  
 
 
 
 
 
 
前 谷 地  
 
 
 

和 渕  
桃 生町神取  
 
桃生町給人町 
桃生町城内  
桃生町新田  
桃生町高須賀 
桃生町寺崎  
 
桃生町中津山 
 
北 上町橋浦  
小 渕 浜  
 
 
寄 磯 浜  

字韮島、字新町裏 
字入、字大入山、字江畑、字三本倉、字町裏 
字町  
字大須、字船隠、字舘森 
字石峰山、字小泊、字清水、字天王山、字船越 
字伊勢前、字内田、字梅木内田、字梅木屋敷、字大巻前、
字嘉右衛門、字学校前、字三軒谷地、字新内田、字新田
町浦、字新土手前、字新道下、字新八幡前、字曽波神前、
字天王前、字土手前、字中埣、字蛭沼土手前、字町浦、
字道的前、字八幡下、字八幡前、字役場前、字矢袋前、
字矢袋屋敷合、字山下西、字山下東、字用水向、字横前、
字四家前 
字沖埣、字上楼屋、字馬道前、字河原前、字黒沢前（国
道１０８号線北側の区域に限る）、字小谷地、字新二間堀、
字寺前、字中埣、字二間堀、字西柳原、字西谷地、字沼下、
字前沼、字山根、字横須賀、字櫓前 

字坂下、字佐沼川、字清水、字高田、字日照、字和渕町 
字川前、字堤外四番、字土手前、字町浦、字屋敷、字山下、
字山畑 
字上侭田、字下侭田、字西町、字東町 
字佐野合、字舘下、字西嶺、字東嶺、字嶺前 
字西町、字東町、字的場 
字内田、字内畑、字下川前、字下畑 
字植立、字梅ノ木、字元町、字新町、字外八木、字寺崎、
字八木、字八幡、字八幡山、字舟場前、字町、字松木畑 
字内八木、字江下、字下四軒、字永田、字中津山、字町、
字町裏、字八木、字四軒、字四軒裏、字四軒前 
字大須 
入の沢、大宝、狩又、カント、窪沢、小渕、十八成道下、
関ノ入、走り、筒船掛場、トツ山、仁喜山、西出当、向田、
薬師山、薬師山前 
前浜 

高
齢
者
に
対
す
る 

　
火
災
報
知
器
の
助
成
に
つ
い
て 

在
宅
老
人
日
常
生
活
用
具

在
宅
老
人
日
常
生
活
用
具 

給
付
等
事
業

給
付
等
事
業 
在
宅
老
人
日
常
生
活
用
具

在
宅
老
人
日
常
生
活
用
具 

給
付
等
事
業

給
付
等
事
業 
在
宅
老
人
日
常
生
活
用
具 

給
付
等
事
業 


